
http://jsite.mhlw.go.jp/ehime-roudoukyoku/


〔組織〕 
                                   

                              

 

                                    

                                                              

                                   

                                                      

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 

（別図 1） 

 

（別図 2） 

 

                 

（別図 1） 

〔労働基準監督署の組織〕 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛媛労働局 総 務 部 総 務 課 

労 働 保 険 徴 収 室 

 監 督 課 

健 康 安 全 課 

賃 金 室 

労 災 補 償 課 

 

労働基準部 

職業安定部 
職 業 安 定 課 

需 給 調 整 事 業 室 

職 業 対 策 課 

訓 練 室 

雇用環境・均等室 

労働基準監督署（5） 

公共職業安定所（8） 

松山労働基準監督署 業務課 

第一方面～第四方面 

安全衛生課 

労災第一課、第二課 

新居浜労働基準監督署 業務課 

第一方面～第三方面 

安全衛生課 

労災課 

今治労働基準監督署 監督課 

安全衛生課 

労災課 

八幡浜労働基準監督署 
監督・安衛課 

労災課 

宇和島労働基準監督署 
監督・安衛課 

労災課 



（別図 2） 

〔公共職業安定所の組織〕 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

                

 

               

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

松山公共職業安定所 庶 務 課 

雇用保険適用課 

雇用保険給付課 

職業相談部門（第 1部門～第 5部門） 

求人・雇用開発部門 

庶 務 課 

雇 用 保 険 課 

職業相談部門（第 1部門、第 2部門） 

求人・雇用開発部門 

今治公共職業安定所 

 

大洲公共職業安定所 管 理 課 

職業紹介部門 

宇和島公共職業安定所 管  理  課 

職業相談部門 

求人・雇用開発部門 

西条公共職業安定所 管  理  課 

職業相談部門 

求人・雇用開発部門 

八幡浜公共職業安定所 管  理  課 

職業相談部門 

求人・雇用開発部門 

新居浜公共職業安定所 庶 務 課 

雇 用 保 険 課 

職業相談部門 

求人・雇用開発部門 

四国中央公共職業安定所 管  理  課 

職業相談部門 

求人・雇用開発部門 



設 置 根 拠 

愛媛労働局：厚生労働省設置法第 17条、第 21条、厚生労働省組織令第 156条 

労働基準監督署：厚生労働省設置法第 22条、厚生労働省組織規則第 789条 

公共職業安定所：厚生労働省設置法第 23条、第 24条、厚生労働省組織規則第

792条 

所 掌 事 務 

労働局：一般労働条件の確保・改善対策の推進、労働災害防止対策の推進、最

低賃金及び最低工賃の決定、労働に関する各種統計調査の実施、労働

保険の適用及び労働保険料の徴収、労災保険事業、関係審議会の運営、

労働力需給調整業務の指導監督、雇用保険事業、労働者派遣事業等の

指導監督、高齢者・障害者及び外国人等への雇用対策・雇用管理、求

職者支援制度の実施、男女雇用機会均等確保及び育児・介護休業制度

の定着推進業務、個別労働紛争解決制度の施行等 

労働基準監督署：一般労働条件の確保・改善に係る指導、労働安全に関する指

導、労働衛生に関する指導、労災保険に関すること等 

公共職業安定所：職業相談、職業指導、職業紹介、雇用管理指導、雇用情報提

供、各助成措置及び雇用保険の適用・給付等 

管 轄 区 域 

愛媛労働局：愛媛県 

労働基準監督署：厚生労働省組織規則第 789条に基づく別表第四に定める区域 

公共職業安定所：厚生労働省組織規則第 792条に基づく別表第五に定める区域 

情報公開・個人

情報保護窓口 

担当：愛媛労働局 総務部 総務課 

TEL（089）935－5200 

 （注）愛媛労働局及びその下部機関（労働基準監督署、公共職業安定所）に関す

る情報の開示請求等は、愛媛労働局の上記窓口で受け付けています。 

各 種 相 談 ・ 

案 内 窓 口 

 

 

1 愛媛労働局総合労働相談コーナー 

内容等：あらゆる労働関係の相談窓口 

担 当：愛媛労働局 雇用環境・均等室 

TEL（089）935－5208（労働問題全般）、935-5224（雇用均等問題） 

2 松山総合労働相談コーナー 

内容等：あらゆる労働関係の相談窓口 

担 当：松山労働基準監督署内コーナー 

TEL（089）927－5150 

3 新居浜総合労働相談コーナー 

内容等：あらゆる労働関係の相談窓口 

担 当：新居浜労働基準監督署内コーナー 

TEL（0897）37－0151 

4 今治総合労働相談コーナー 

内容等：あらゆる労働関係の相談窓口 

担 当：今治労働基準監督署内コーナー 

TEL（0898）32－4560 

5 八幡浜総合労働相談コーナー 

内容等：あらゆる労働関係の相談窓口 

担 当：八幡浜労働基準監督署内コーナー 

TEL（0894）22－1750 

6 宇和島総合労働相談コーナー 

内容等：あらゆる労働関係の相談窓口 

担 当：宇和島労働基準監督署内コーナー 

TEL（0895）22－4655 

 


